
○愛西市普通財産売払い要綱 

平成２１年１１月３０日 

訓令第３２号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、普通財産の売払いに関し、愛西市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年愛西市条例第４

９号）、愛西市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例（平成１７

年愛西市条例第６１号）、愛西市契約規則（平成１７年愛西市規則第３８

号）、愛西市公有財産規則（平成１７年愛西市規則第３９号）及び愛西市

下水道事業の財務に関する特例を定める規則（平成３１年愛西市規則第１

１号）に定めるもののほか、事務処理に必要な事項を定めるものとする。 

（売払い対象） 

第２条 普通財産の売払いは、将来的にも利用計画がない場合において、次

の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。 

（１） 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来的

な行政執行の手段として保有しておくことが必要ないと認められるとき。 

（２） 当該普通財産を所有し、かつ、運用することが公益上又は財政運

営上、不用又は不適当であると認められるとき。 

（３） その他市長が特に必要と認めたとき。 

（普通財産の処分） 

第３条 普通財産を処分対象とするときは、愛西市有財産評価審議会規程（平

成１７年愛西市訓令第７７号）第２条の規定に基づき、愛西市有財産評価

審議会（以下「財産評価審議会」という。）の意見を踏まえて市長が決定

する。 

（売払いの方法） 

第４条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。

ただし、次の各号のいずれかに該当する普通財産は、随意契約により売り



払うことができる。 

（１） 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、

公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 

（２） 市の事業用地の提供者に対して代替地として売り払うとき。 

（３） 廃道敷、袋地、面積が狭小及び不整形地等の土地で隣接する土地

の所有者以外に単独での利用が困難な場合において、当該隣接土地所有

者に売り払うとき。 

（４） 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見

込みがあるとき。 

（５） 入札により処分することが不利と認められるとき。 

（６） 入札が不調（不成立）となった普通財産を売り払うとき。 

（７） 落札者が売買契約を履行しないため、契約を解除した普通財産を

売り払うとき。 

（８） 借地権等が設定されている土地を、借受人に売り払うとき。 

（９） その他市長が特に必要があると認めるとき。 

（売払面積） 

第５条 売り払う対象の普通財産は、原則として実測面積により売り払うも

のとする。ただし、実測として取り扱うことができる資料（平板測量図等）

が存在する場合は、公簿面積で売り払うことができる。 

（売払価格） 

第６条 普通財産の売払い価格の決定にあたっては、不動産鑑定等による価

格を基準にして、財産評価審議会の意見を踏まえて市長が定めるものとす

る。 

（用途指定の期日及び期間） 

第７条 愛西市公有財産規則第３３条の規定により、用途指定する場合の用

途に供しなければならない期日又は期間は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 指定期日 契約締結の日から２年を超えない範囲内 



（２） 指定期間 指定期日の翌日から５年を下らない期間 

（売払い相手方の資格） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の売払いの相手とな

ることができない。 

（１） 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者 

（２） 破産者で復権を得ていない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号から第４号まで及び第６号に該当する者 

（４） 市町村税（当該市町村税にかかる徴収金を含む）に滞納のある者 

（５） その他市長が不適当と認めた者 

（職員の行為制限） 

第９条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項の規

定に該当する愛西市職員は、普通財産の売払いの相手方となることができ

ないものとする。 

（売払いの公告） 

第１０条 売払い方法が入札の場合は、次に掲げる事項を広報紙及びホーム

ページ等の方法で一般に公告する。 

（１） 売り払う普通財産に関する事項 

（２） 用途条件及び制限 

（３） 最低入札価格 

（４） 入札及び開札の日時及び場所 

（５） 入札参加資格に関する事項 

（６） その他入札に必要な事項 

（入札参加の申込み） 

第１１条 入札に参加しようとする者は、前条の規定により公告した期間内

に普通財産売払い入札参加申込書（様式第１号）に必要な書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 



（参加資格の審査） 

第１２条 前条の規定による申込みを受けた場合において、第８条に規定す

る資格を審査の上、適当と認めたときは普通財産売払い入札参加承認書（様

式第２号）を交付する。 

（入札保証金の納付） 

第１３条 前条の規定により入札参加承認書の交付を受けた者（以下「入札

者」という。）は、入札保証金として最低入札価格の１００分の５以上の

金額を所定の日時までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必

要と認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。 

（入札の方法） 

第１４条 入札は、第１０条の規定により公告した日時及び場所において行

う。 

２ 入札者は、入札書（様式第３号）に買受希望価格（以下「入札金額」と

いう。）を明記し、記名押印の上、封入して入札者又はその代理人自ら入

札箱に投入しなければならない。 

３ 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせる場合においては、あらか

じめ委任状を市長に提出しなければならない。 

４ 入札者は、提出した入札書の書き換え、交換又は撤回をすることができ

ない。 

５ 入札者は、入札に当たっては、入札執行者の指示に従わなければならな

い。 

（入札執行の中止等） 

第１５条 市長は、特に必要と認めたときは、入札の執行を延期又は中止若

しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けて

も、市は補償の責を負わないものとする。 

（入札の不成立） 

第１６条 入札者が２人に満たない入札は成立しない。この場合においては、



第４条第６号に規定する随意契約により普通財産を売り払うことができる

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定により入札が不成立となった場合に、入札者が１人

あるときは、その者から見積書を徴収し随意契約により普通財産を売り払

うことができるものとし、以下入札に関する規定を準用する。 

（入札の無効） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札者の資格のない者の行った入札 

（２） 入札保証金を納付しない又はその額が不足する者の行った入札 

（３） 代理人であらかじめ委任状を提出しなかった者の入札 

（４） 同一物件に対し他人の代理を兼ね又は２人以上の代理を行った者

の入札 

（５） 同一物件に対し１回の入札において２通以上の入札を行った者の

入札 

（６） 入札書に金額及び記名押印のない入札 

（７） 入札書に記載された金額を訂正又は記載事項について判読できな

い入札 

（８） 入札書に記載された入札金額が最低入札価格に満たない入札 

（９） 入札に関し不正な行為があったと市長が認めた者の入札 

（開札の方法） 

第１８条 入札の開札は、入札締切り後、直ちに入札者を立ち会わせて入札

執行者が行う。 

２ 前項の場合において、入札者が１人も立ち会わないときは、当該入札事

務に関係のない市職員を立ち会わせて開札を行うものとする。 

（落札者の決定） 

第１９条 市長は、最低入札価格以上で最高価格の入札を行った者を落札者

とする。 



２ 落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入

札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。 

３ 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代わって当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることが

できる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、落札者がその権利を放棄したときは、最低

入札価格以上の次点者を落札者とすることができる。 

（落札者決定の取消し） 

第２０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札の決定を取

り消すことができる。 

（１） 落札者が契約の意思のないことを表明したとき 

（２） 落札者が期限内に契約を締結しないとき 

（入札保証金の帰属） 

第２１条 次の各号のいずれかに該当するときは、納入した入札保証金は、

市に帰属するものとする。 

（１） 入札者がした入札が第１７条の規定により無効とされたとき 

（２） 落札者が前条の規定により落札の決定を取り消されたとき 

（入札保証金の還付等） 

第２２条 入札保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、入札

終了後又は入札の執行を中止若しくは取り消した場合に、入札保証金還付

請求書（様式第４号）に基づき全額を還付する。 

２ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

３ 入札保証金には、利子を付さない。 

（随意契約の場合の売払い申請） 

第２３条 第４条ただし書による随意契約（同条第６号に該当する場合を除

く。）で売払い申請する場合は、愛西市公有財産規則第３２条第１項の規

定に基づき、市有財産売払い申請書（様式第５号）により市長に売払いを



申請するものとする。 

２ 第４条ただし書による随意契約（同条第６号に該当する場合に限る。）

で売払い申請する場合は、愛西市公有財産規則第３２条第１項の規定に基

づき、市有財産売払い申請書（様式第５号の２）により市長に売払いを申

請するものとする。 

３ 前２項の申請に伴い発生する売買手続に要する費用は、申請者の負担と

する。 

（売払いの決定通知） 

第２４条 市長は、入札又は随意契約により買い受ける者を決定したときは、

愛西市普通財産売払い決定通知書（様式第６号）によりその旨を通知する

ものとする。 

（契約の締結） 

第２５条 前条の規定により通知を受けた者（以下「買受人」という。）は、

当該通知を受けた日から７日以内に市有財産売買契約書（様式第７号）に

より契約を締結しなければならない。ただし、愛西市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条に規定より当該契約が

議会の議決に付すべき契約である場合は、仮契約とし、議会の議決後に本

契約を行うものとする。 

２ 買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは、市長は、前条の決定

を取り消すことができる。 

（契約保証金の納付） 

第２６条 買受人は、売買代金の１００分の１０以上の金額の契約保証金を

契約締結と同時に愛西市が発行する納入通知書により納付しなければなら

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約者が契約締結と同時に売買代金の全額を

納付するとき、契約の相手方が国、地方公共団体及びその他公共団体であ

るときは、契約保証金の納付は要しない。 



（契約保証金の帰属） 

第２７条 第２５条の規定により契約を締結した買受人が第３２条の規定に

より契約を解除したときは、納付した契約保証金は、市に帰属するものと

する。 

（契約保証金の還付等） 

第２８条 契約保証金は、前条の規定により市に帰属する場合を除き、売買

代金の一部に充当する。 

２ 契約保証金には、利子を付さない。 

（売買代金等の納付） 

第２９条 買受人は、第２５条の規定により契約を締結したときは、売買代

金及び売買手続に要する費用（以下「売買代金等」という。）を愛西市が

発行する納入通知書により納入期限までに納入しなければならない。 

（財産の引渡し） 

第３０条 市長は、売買代金等の全額が納付されたことを確認後、遅滞なく

当該普通財産を買受人に引き渡すものとする。 

（所有権移転の登記） 

第３１条 市長は、前条の規定により普通財産の引渡し後、速やかに所有権

移転登記に係る手続を行うものとする。 

２ 前項の手続きに要する費用は、買受人の負担とする。 

（契約の解除） 

第３２条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

契約を解除することができる。 

（１） 買受人が期日までに売買代金等の全額を納付しないとき 

（２） 買受人が契約の解除を申し出たとき 

（３） 前各号のほか、買受人が契約条項又はこの要綱に違反したとき 

（売買物件の譲渡等の禁止） 

第３３条 買受人は、第７条の指定期日から指定期間満了の日までの間、甲



の承認を得ないで、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならな

い。 

（１） 売払物件の所有権を売買、贈与、交換、出資等によって第三者に

移転すること。 

（２） 売払物件に地上権、賃借権、使用貸借権による権利、その他の使

用及び収益を目的とする権利の設定をすること。 

（指定用途の変更等の承認） 

第３４条 買受人は、次の各号のいずれかの場合において、第７条に定める

指定用途等の変更若しくは解除を必要とするときは、事前に詳細な理由を

付した申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。 

（１） 不可抗力又は過失によって売買物件が滅失又は毀損し、引き続き

その用に供することが不可能又は著しく困難である場合。 

（２） 社会経済情勢の著しい変動等により、売買物件を引き続きその用

途に供することが困難又は不適切となった場合。 

（その他） 

第３５条 この訓令に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２１年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１５日訓令第９号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行日前に改正前の愛西市普通財産売払い要綱第６条の規定

に基づく基準単価が成立している普通財産の売払い価格については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２９年７月２８日訓令第３０号） 



この訓令は、平成２９年７月２８日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１２日訓令第１９号） 

この訓令は、平成３０年４月１２日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日訓令第１０号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日訓令第５８号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日訓令第２１号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づいて作成されてい

る申請書その他の用紙は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、

使用することができる。 


